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福

魏 壕
　
日 郎
政 著
治
杜
會
史
研
究

津

田

資

久

1

本
書
は
、
複
雑
な
曹
魏

・
西
巫
日
史

の
流
れ
を
卒
易

に
読
明
さ
れ
、
斯
界

に

好
評
を

博
さ
れ
た

「西
巫
日
の
武
帝
司
馬

炎
』

(白

帝
杜
、

一
九
九

五
年
)

の

(1
)

著
者

で
あ
る
福
原
氏
に
よ

る
論
文
集

で
あ
り
、
當
該
時
代
を
扱

っ
た
日
本
國

内

に
お

い
て
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
と
し

て
は
、
渡
邉
義
浩

『西
苦

「
儒
教
國

家
」
と
貴
族

制
』

(汲
古
書
院
、

二
〇

一
〇
年
)

に
績

く
第

二
冊
目

の
專
著

(
2
)

で
あ
る
と
言
え
る
。

本
書

の
内
容
を
紹
介
す

る
前

に
、
目
次
を
確
認
す
る
と
次

の
通
り

で
あ

る
。

な
お
、

(
)
内

の
西
暦
は
各
章

の
元
と
な

っ
た
論
文

の
初
出
年
な
ど
を
示
す
。

序
論

(書
き
下

ろ
し
)

第

一
部

政
治
史
篇

第

一
章

魏

巫
日
時
代

に
お

け

る
肉

刑
復

活

を

め

ぐ

る
議

論

の
背

景

廷
議

に
お
け

る
質
成
派

と
反
封
派

の
論
糠

の
分

析
を

中
心

に

ー

(
一
九

八
七
年

、

一
九
九
七
年
)

第

;
章

曹
魏

の
明
帝

-

奢
靡

の
皇
帝

の
實
像

1

(
二
〇
〇
〇

年
)

第
;
章

西
巫日
に
お
け
る
國
子
學

の
創
立

に
關
す
る
考
察

(
一
九
九
七

年
、

一
九
九
八
年
)

第
四
章

音
辟
雍
碑
に
關
す
る
考
察

(
一
九
九
八
、

二
〇
〇
九
年
)

第
五
章

八
王

の
齪

の
本
質

(
一
九
八

二
年
)

第
⊥
ハ
章

西
管
代
宗
室

諸
王

の
特
質

八
王

の
齪
を
手
掛

り
と
し

て

ー

(
一
九
八
五
年
)

第

二
部

杜
會
史
篇

第
七
章

買
誼

の
二
十
四
友
を
め
ぐ
る

二
一二
の
問
題

(
二
〇
〇
九
年
)

第
八
章

西
音
の
貴
族
杜
會
の
氣
風
に
關
す
る
若
干
の
考
察

1

「世
読
新
語
』

の
倹
音
篇
と
汰
修
篇

の
検

討
を
通
し

て

(
一
九
九

一
年
)

第
九
章

「銭
紳
論
』

の
世
界

(
一
九
九

二
年
)

第
十
章

「繹
時
論
』

の
世
界

(
二
〇
〇
八
年
)

第
十

一
章

西
巫
日
の
墓
誌

の
意
義

(
一
九
九
三
年
)

結
語

(書
き
下

ろ
し
)

あ
と
が
き

参
考
文
献

一
覧

人
名
索
引

中
文
摘
要

中
文
目
録

右

の
要
旨
を
ま
と
め
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

序
論

の
前
牛

で
は
、
ま
ず
本
書

で
扱
う

「
魏
巫日
」
と
は
、
曹
魏

・
西
習
で

あ
る

こ
と
が
表
明
さ
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
時
期
は
内
藤
湖
南

の
時
代
匠
分
に

(3
)

お
け

る
古
代

(上
古
)
か

ら
中
世

(中
古
)

へ
の
過

渡
期

に
當

た
る
、
「
古
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代

の
残

津
と
中

世

の
萌

芽
が
せ

め
ぎ
あ
う

故

の
複

雑
な
様
相

が
想
定

さ
れ

る
」
時
代

で
あ

る
こ
と

が
指

摘

さ
れ
た

上
で
、
こ

の
時

代

に
立

ち
現

れ
る

「
貴
族
」

に
關
し

て
、
「
京
都
學
派
」

の
論
鮎
か
ら
貴
族
制
論

の
整
理
が
行
わ

れ

て
い
る
。
後
牛
部
分

で
は
、
魏
管
史
を
論
ず
る

に
當
た

っ
て
不
可
鉄

で
あ

る
史

料

に
關
し

て
、
文

献
史

料

・
「
文
書
」
史

料

・
金

石

(石
刻
)
史

料

・

考
古
史
料

の
特
徴
と
問
題
鮎
が
列
墨
さ
れ
、
最
後

に
各
章

の
要
旨
と
、
そ
れ

ら

の
研
究

テ
ー

マ
に
封
す

る
著
者

の
祠
座
が
語
ら
れ

て
い
る
。

第

一
部

「
政
治
篇
」

の
最
初

に
配
置
さ
れ
る

の
が
、
第

一
章

の
後
漢
末
か

ら
東
音

に
繰
り
返
し
政
治
的
案
件
と
し

て
議
論
さ
れ
た
肉
刑
復
活
を
め
ぐ

る

論
争

の
歴
史
的
意
義
を
扱

っ
た
論
考

で
あ
る
。
肉
刑
復
活
論
争

の
特
徴
、
質

成
派
と
反
封
派

の
論
擦
を
整
理
さ
れ
た
上

で
、
廷
議
な
ど

の
公
的
な
場

で
の

賛
成
派
と
反
封
派

の
論
争
と
は
、
實
際
に
は
肉
刑

の
中

で
も
死
刑

に
代
替
さ

れ

て
い
た
斬
右
趾

の
み

の
復
活

に
關
し

て
言
え
ば
、
雨
者

の
問
に
は
根
本
的

な
見
解

の
相
違
は
な
く
、
た
だ
そ

の
實
施
時
期
を
尚
早
と
す
る
か
否
か

に
お

け

る
封
立

に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
結
果
的

に

「
権
威

の
確
立
」
を
優
先
す

る

贅
成
派
は
肉
刑
と
不
可
分

の
残
虐
な
イ

メ
ー
ジ
を
彿
拭
す
る

こ
と
が
出
來
ず
、

「
輿
論

(人
心

)
の
支
持
」
を
優
先
す

る
反
封
派

が
優
位

の
う

ち
に
、
皇
帝

に
よ

っ
て
打
ち
切
ら
れ
、
肉
刑
復
活
は
實
現
し
な
か

っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。第

;
章
で
は
、
「
灌
威

の
確
立
」
を

優
先
す

る
と

い
う
鮎

に
お

い
て
肉
刑

復
活
と
も
通
底
す
る
宮
殿
造
螢
を
積
極
的

に
推
進
し
た
曹
魏

の
明
帝
が
扱
わ

れ

る
。
南
宋

・
衰
櫃

『通
鑑
紀
事
本
末
』
巻

一
〇

で

「
明
帝
奢
靡
」
と

い
う

項
目
を
立

て
ら
れ
、
否
定
的
な
評
慣
が
な
さ
れ
る
明
帝

で
あ
る
が
、
そ

の
政

策
全
髄

の
再
検
討

に
よ

っ
て
得
ら
れ
る

の
は
、
封
外
積
極
策
よ
り
も
律
令

の

即

制
定

・
新
暦

の
獲
布
な
ど

の
内
政
に
力
を
入
れ
、
王
朝

・
皇
帝

の
威
信
を
高

め

る
こ
と

に
腐
心

す
る
姿
勢

で
あ

り
、
「
壮
麗

に
非
ざ

れ
ば
、
重
威

な
し
」

(
『史
記
』
巻

八

・
高

祀
本
紀
漢

八
年

〈
前

一
九
九
〉
)
と

い
う
前
漢

の
薫

何

の
故
事
を
踏
ま
え
た
宮
殿
造
螢
も
、
制
度
を
創
設
し

て
権
威
を
確
立
す
る
こ

と
に
よ
り
、
曹
魏
王
朝
を
完
成
さ
せ
る
目
的

の

一
環
か
ら
な
さ
れ
た
も

の
で

あ

っ
た
。
し
か
し
、
肉
刑
復
活
は
断
念
し
た
も

の
の
、
重
臣
た
ち

の
時
期
尚

早
と

い
う
反
封
を
押
し
切

っ
て
宮
殿
造
螢
が
断
行
さ
れ
、
そ
れ
が

一
方

で
は

皇
帝
側
近
に
貴
戚
を
重
用
す
る
傾
向
と
表
裏
を
な
す
帝
室
曹
氏

の
維
持
と

い

う
私
的

な
要
素
を
も
含

ん
で

い
た
た

め
、

「奢
靡

」
と

い
う

レ

ッ
テ
ル
を
貼

ら
れ
た
。
そ
し

て
か
か
る
灌
威

の
確
立

へ
の
指
向
と
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
魏

巫日
期

の
皇
帝
権

の
弱
さ

に
由
來
す
る
も

の
で
あ
り
、
魏
巫
日
國
家
が
抱
え

て
い

た
共
通

の
ジ

レ
ン
マ
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

第
;
章

で
は
、
西
巫
日
の
武
帝

に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
た
國
子
學
が
論
じ
ら
れ

る
。
國
子
學
は
古
文
學
系

の

『周
禮
』
地
官
司
徒

・
師
氏
條
を
出
典
と
し

て

命
名

さ
れ

た
こ
と

は
、

そ

の
設
立

を
建
議

し
た
王

粛
と

そ

の
子

・
王
悔

で

あ

っ
た
こ
と
と

深
く
關

係
し

て

い
る
こ
と
を
指

摘
し

た
後

、
國
子
學

の
組

織

・
學
舎

の
位
置

に
關
す
る
整
理
を
行
う
。
績

い
て
創
立
年

に
關
し

て
成
寧

二
年

(
二
七
六
)
説

(
「巫
日
書
』
巻
三

・
武
帝
紀

に
檬
る
)
、
成
寧
四
年

(
二

七

八
)
読

(
『晋

書
』
巻

二

四

・
職

官
志

・
太

常
條

に
糠

る
)
、
元

康

三
年

(
二
九
三
)
説

(
『南
齊
書
』
巻
九

・
禮
志
上
)
が
あ
る
中
、
か
か
る
三
説
を

整
合
的

に
理
解
し
よ
う
と
す
る
呂
思
勉

・
高
明
士
雨
氏

の
説
を
批
剣
的

に
纏

承
し
、
成
寧

二
年

の
詔
敷
、
成
寧
四
年

の
施
行
、
元
康
三
年

の
完
成
と

い
う

新
読
を
提
示
す
る
。
そ
し

て
貴
族

の
子
弟
を
學
生
と
し
、
儒
學
に
通
じ
た
名

族
出
身

の
學

官
を

配
置

し
た

「
清
」
な

る
國
子
學
創

設
と

は
、
本
來

の
教

育

・
學
問

の
場
か
ら
避
役
を
目
的
と
す
る

「
濁
」

の
場

に
堕
ち
た
太
學
を
改

革
し
、
中
央
官
學

の

「
二
學
」
膿
制

の
確
立
を
意
味
す
る
が
、
そ

の
背
後
に
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48

は

「
過
酷
」

の
曹

魏
と
は
違

っ
た
、
「
寛
容
」
な

る
禮
教

國
家

の
建

設
を
志

1

向
し
、
教
化
を
重
祠
し
た
武
帝

の
政
治
意
識
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

か
か
る
武
帝

の
國
子
學

へ
の
熱

い
ま
な
ざ
し
は
、
齊
王
仮
蹄
藩
事
件

の
際

に

そ

の
學
官
が

こ
ぞ

っ
て
蹄
藩

に
反
封
し
た

こ
と

で
冷
淡

に
韓
じ
た
と
推
察
さ

れ

る
。

第
四
章

で
は
、
前
章

で
言
及
さ
れ
た

「
巫日
辟
雍
碑
」
が
絡
合
的

に
検
討
さ

れ

る
。
ま
ず
該
碑

に
關
す

る
先
行
研
究
が
整
理
さ
れ
た
上

で
、
該
碑

の
現
状

が
紹
介
さ
れ
、
碑
陽

・
碑
陰

の
繹
文

の
分
析
が
行
わ
れ

て
い
る
。
か
か
る
考

讃
を
通
じ

て
、
碑
陽

で
は
秩
序

の
回
復
と
禮
教

の
復
活
と

い
う
観
鮎
か
ら

の

西
巫
日
王
朝

の
樹
立
過
程
と
、
辟
雍

で
行
わ
れ
た
學
禮
に
臨
席
し
た
武
帝

・
皇

太
子
衷

(後

の
恵
帝
)

の
う
ち
、
特

に
後
者
を
類
す
る
内
容

に
重
鮎
が
置
か

れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
碑
陰
は
題
名

で
あ

っ
て
、
立
碑
し
た
學
禮
關
係
者

で

あ

る
學
官
以
下
學
生
に
至

る
四
百
飴
人
が
刻
さ
れ

て
い
る

こ
と
を
明
ら
か

に

さ
れ
る
。
そ
し

て
學
生
を
中
心

に
自
獲
的

に
立

て
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
該

碑
が
、
魏
音

に
お
け
る
立
碑

の
禁
を
勘
案
す
れ
ば
、
實
際

に
は
武
帝

の
肝
煎

り

で
立
碑
さ
れ

て
お
り
、
そ

の
目
的
と
は
國
子
學

の
設
立
と
同
様
、
「
寛
容
」

を
標
榜
し

て
い
た
西
習
王
朝

の
禮
教
重
視
政
策

に
よ
る
硯
畳
的
な
権
威

の
宣

揚
、
そ
れ

に
皇
太
子

の

「
暗
愚
」
を
否
定
し

て
逆

に
顯
彰
す
る
こ
と

で
あ

っ

た
と
指
摘
さ
れ
る
。

第
五
章

で
は
、
八
王

の
齪
を
引
き
起
こ
し
た
當
時

の
國
家
膿
制
と
杜
會

の

状
況
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
抗
争

の
経
緯
が
整
理
さ
れ
、
そ

こ
に
は
権
力
を

掌
握
し
た
外
戚

・
宗
室

の
私
権
化
と
そ
れ

に
封
す

る
輿
論

の
反
擾
と

い
う

一

連

の
動
き

を
環
節
と

し
て
、
個

々

の
抗
争
が
相

互
に
連
環
し

て

い
る
こ
と
、

そ
し

て
繰
り
返
さ
れ
る
抗
争
を
推
進
し
た

の
が
輿
論

の
力

で
あ

っ
た
こ
と
が

考
察
さ
れ
る
。
次

に
齊
王
問

へ
の
批
到
と
齊
王
仮
蹄
藩
事
件
を
事
例
と
し

て
、

か
か
る
輿
論
と
は
、
公
権
と
し

て
の
國
家

の
安
定
と
存
績
を
願
望
す
る
精
紳

に
基
づ
き
、
士
大
夫
が
椹
力
者

に
よ
る
國
家

の
私
灌
化

に
封
す
る
諌
争
と
し

て
表
れ

て
い
る
と
し
、
そ

の
源
流
は
後
漢
末

の
清
流
運
動
に
遡
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
輿
論

に
基
づ
く

「
起
義
」

の
後
、
外
戚

・
宗
室
を
私
権
化

に
走
ら
せ
る

の
は
、
輿
論
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
貴
族
制
か
ら
疎
外
さ
れ

て

諸
王

の
幕
下
と
し

て
仕
え
、
灌
力
を
指
向
す
る
寒
門
寒
人
暦

の
集
團
で
あ
る

こ
と
か
ら
、

こ
の
意
味

に
お

い
て
、
八
王

の
齪

の
本
質
は
か
か
る
輿
論

の
歴

史
的
展
開

の
結
果

で
あ
り
、
か

つ
貴
族
制

の
理
念
と
現
實

の
矛
盾

で
あ
る
と

さ
れ
る
。

第
六
章

で
は
、
前
章

に
績

い
て
八
王

の
齪

で
な
ぜ
宗
室
諸
王
が
主
役
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

の
か
と

い
う
祠
座
か
ら
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
。
本

章

で
は
、
ま
ず
宗
室
を
抑
塵
し
た
曹
魏
と
は
異
な
り
、
西
巫日
で
は
宗
室
が
優

遇
さ
れ
任
官
も
可
能

で
あ
り
、
し
か
も
軍
事
面

で
は
と
り
わ
け
將
軍
號
を
帯

び

て
都
督
と
し

て
出
鎭
す
る

の
が
典
型

で
あ
り
、
主
要
な
都
督
は
皇
帝
と

の

血
縁

に
よ
り
中
央
と
地
方
と

の
紐
帯
な
ら
び
に

「
藩
屏
」
と
し

て
の
役
割
を

期
待
さ
れ

て
い
た
彼
ら

に
掲
占
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し

て

宗
室
諸
王
は
都
督
管
轄
下

で
大
幅
な
裁
量
権
を
有
し
、
そ

の
地
に
お

い
て
地

方

の
人
材
を
將
軍
府

(軍
府
)

に
辟
召
し
、
か

つ
中
央
官
を
登
用
す
る

こ
と

が

で
き
、
彼
ら
が
代
表
す
る
輿
論
と
結
び

つ
く
可
能
性
を
有
し

て
い
た
。
か

か

る
宗
室

諸
王

の
墨
兵

に
根
捺
を
與
え

た
も

の
は
、
齪
前
牛

で
は

「
矯
詔
」

や
皇
帝

の
意
思
と
し

て
戦
闘
を
停
止
さ
せ
、
或

い
は
非
常
時

に
皇
帝

の
意
思

を
傳
達

す
る
手
段
と

し
て
用

い
ら
れ

る

「膓
虞

幡
」
、
そ
れ

に
皇
帝
自
身

を

奉
ず

る

こ
と

で
あ

り
、
齪

後
孚

で
は

「
藩
屏
」

と
し

て
出
鎭

し
た
皇
帝

の

「
親
親
」
た

る
宗
室

諸
王
自
身

の
立
場
と
士
大
夫

に
代
表
さ
れ

る
輿
論

の
支

持

で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
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の
政
治
篇
に
績
く

の
が
、
杜
會
篇

で
あ
り
、
そ

の
最
初

に
配
置
さ
れ

る

第
七
章

で
は
、
八
王

の
齪

の

一
餉

で
あ
る
永
康
元
年

(三
〇
〇
)
趙
王
倫

の

頁
皇
后

に
封
す
る

ク
ー

デ
タ
ー

の
際

に
殺
害
さ
れ
た
買
説
と
そ

の

コ

一十
四

友
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
趙
王
倫

の
ク
ー

デ
タ
ー

の
際

に

殺
害
さ
れ
た

「
二
十
四
友
」

の
杜
斌
は
、
豫

て
か
ら
趙
王
倫

の
私
怨
を
被

っ

て
い
た
人
物

で
あ
り
、
そ

の
他

の

「
二
十
四
友
」
が
殺
害
さ
れ

て
い
な

い
こ

と
か
ら
、
彼
ら
が
諌
殺
封
象
と
な

っ
て
い
た
質
誼

の
私
黛

で
は
な
か

っ
た

こ

と
を
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

「
二
十
四
友
」

に
封
す
る
庭
分

に

關

し
て
、
閻

績
に
よ

る

「
黒
」

(免
官
)
と

い
う
刑
事
虞

分
を
行
う

べ
き

で

あ

る
と

の
提
議

や
、

一
般
輿

論

に
よ
る

「
遣
出
」

(韓
出
な

い
し
左

遷
)
と

い
う

一
種

の
行
政
庭
分
を
求
め
る
意
識
は
存
在
す

る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
道

義
的
責
任
を
問
う

の
に
近

い
庭
分
が
想
定
さ
れ
た

の
は
、
彼
ら
が
飽
く
ま

で

責
誼
と
封
等
な

「
友
」
と

い
う
關
係

で
あ

っ
た

こ
と
に
起
因
し

て
い
た
と
さ

れ

る
。
そ
し

て
頁
説
と

コ

一十
四
友
」

の
結
び
附
き

の
背
景

に
は
、
魏
音
時

代

の
九
品
中

正
制
度

下

に
お

い
て

「
郷
論

環
節

の
重
暦
構

造
」

の
う

ち
中

(
3
)

央

・
洛
陽

の

「
第
三
次
郷
論
」
が
地
方
肚
會
か
ら
遊
離
し
た
状
況
、
す
な
わ

ち
當
時

の
名
士

杜
會

に
風
靡
し

て

い
た
浮

華

の
風

潮
に
よ

っ
て
齎

さ
れ
た

「
互
市
」

(賄
賂
と

「
虚
巻
」

の
交
換
を
外
國
と

の
交
易

に
讐
え
た
も

の
)

に

近

い
状

況
が
存
在
し

た
こ
と
を
指
摘

し
、
「
二
十

四
友
」
は
灌
貴

へ
の
附
託

と
人
物
評
慣
が
絡
む

「
熱
勢
」
を
膿
現
す
る
集
團

の

一
つ
で
あ

っ
た
と
結
論

さ
れ
る
。

第
八
章

で
は
、

『世
読
新
語
』

の
倹

音
篇
と
汰
修

篇

の
考
察

か
ら
、
西
巫
日

の
貴
族
肚
會

の
氣
風
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
倹
立
回
篇
と
汰
修
篇
に
牧
め
ら
れ

る

説

話

の
多

く

は
、
ど

ち

ら
も

「聚

敏

に

よ

る
過

度

の
蓄

財
」
と

い
う

四

「
私
」
的
行
爲
を
前
提

に
展
開
さ
れ
な
が
ら
、
前
者
が

「
挾
義

の
吝
薔
」
を
、

後
者
が

「
散
財
」
を
そ
れ
ぞ
れ
語
る
と

い
う
黙

で
異
な

っ
て
い
る
が
、
「
公
」

的
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
同
次
元

の

「
私
」
に
他
な
ら
ず
、
止
足
を

守
り
飴
剰
を
賑
位

・
救
濟
に
ま
わ
す
と

い
う
貴
族

の
あ
る

べ
き
姿
勢
と
は
封

踪
的

で
あ
る
た
め
、
共

に
輿
論

の
非
難

の
封
象
と
な

っ
た
こ
と
、
そ
し

て
特

に
汰
修
篇
全
膿

の
主
題
と
な

っ
て
い
る

「
豪
」
に
注
目
す
る
と
、
都
洛
陽

の

官
僚

貴
族

に
よ

る

「散

財
」
と

は
、
本

來
、
豪
族

が
行

っ
て
い
た
賑
憎

の

「
散
」

に
封
す
る

「
豪
」

の
評
債
を
本
末
韓
倒
さ
せ
、
「
豪
」

の
名
聲
を
獲
得

す
る
た
め
に
行

っ
た

「
散
」
な
る
贅
澤
競
争

で
あ

っ
た

こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

そ
し

て
か
か
る
成
金
趣
味
的
な
西
音
貴
族
杜
會

に
未
成
熟
な
過
渡
的
あ
り
方

と
、
「
郷
論
環
節

の
重
暦
構
造
」
を

め
ぐ
る
後
漢

か
ら
西
管

へ
の
連
績

性
と

攣
質

の

一
面
が
見
出
せ
る
と
さ
れ
る
。

第
九
章

で
は
、
西
習

・
恵
帝

の
元
康
年

聞

(
二
九

一
～

二
九

九
年
)
、
當

時

の
貴
族
杜
會
に
お
け
る
選
塁
と
密
接
に
結
び
附

い
た
拝
金
主
義

の
風
潮
を

批
到
し
た
、
魯
褒

『銭
柿
論
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
詳
細
な
課
註
を
通
じ

て

検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
作
者

・
魯
褒
が
寒
門
な

い
し
寒
人
層
出
身

の
隙
逸

の
士
、

或

い
は

「銭
碑
論
』

の
作
者
に
假
託
さ
れ
た
架
空

の
人
物

で
あ
る

こ
と
が
確

認
さ

れ
る
。
そ
し

て
侠
文

の
分
析
か
ら
、

『銭
碑

論
』

に
は
西
巫
日
初
期

の
成

公
繧

の
作
と
魯
褒

の
作
が
あ
り
、
前
者
を
下
敷
き
に
し

て
後
者
が
成
立
し

て

い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
拝
金
主
義

の
風
潮

の
起
こ
り
は
、

一
般
的
に
言
わ

れ
る
よ
う
な
武
帝
後
牛

の
政
治
弛
緩

・
経
濟
好
況
に

の
み
起
因
し
た
も

の
と

は
見
な
し
難
く
、
由
來
す
る
と

こ
ろ
が
久
し
か

っ
た
こ
と
、
本
來

の
文
章

の

最
後

に
は
司
空
公
子

(「
幣
吊
」
重
祠
)
に
封
す
る
棊
母
先
生

(「
清
談
」
重

視
)

の
反
論
部
分
が
存
在
し

て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
棊
母
先
生

の
議
論
を
肯
定
す
る
た
め

の
構
成

で
は
な
く
、
作
者
は
選
塁

に
お
け
る
雨
者

の
あ
り
方
そ
れ
自
膿
に
批
到
を
加
え

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
川
勝
義
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(4
)

雄
氏

の
見
解

に
依
擦
し

て
、
か
か
る

『銭
肺
論
』

の
祠
座
が
後
漢

の
逸
民
的

人
士

の
清
流

・
濁
流
に
封
す
る
そ
れ
を
縫
承
す
る
も

の
で
あ
る
と
位
置
附
け

て
い
る
。

第
十
章

で
は
、

「銭
耐

論
』

と
封
を

な
す
同
時

代

に
成

っ
た
警
世

の
書

・

王
沈

「繹
時
論
』
が
前
章
と
ほ
ぼ
同
様

の
手
法

で
検
討
さ
れ
る
。
魯
褒
と
同

様

に

「
寒
素
」
出
身

の
王
沈

の
作
に
な
る

「繹
時
論
』
と
は
、
後
漢
末

・
察

琶

『田幸
ム母

並↑
ニコロ
』

の
影
響
下

に
成

っ
た
作
品

で
あ
り
、
出
庭
論

の
外
形
を
と

っ
た

時
世
論

の
性
格

が
強
く
、
内
容
的

に
は

「
門
閥
主
義
」

の
風
靡
、
「
名
」
と

「
實
」
が
乖
離

し
た

「
虚
轡
」

の
列
墨

、
猟
官

蓮
動

に
狂
奔

す

る
俗
物

の
生

態
的
描
爲

の
三
部

に
分
け
ら
れ

て
お
り
、
そ

の
目
的
は
権
勢

・
権
貴
を
中
心

に
そ

の
子
弟

・
追
從
者
が
名
轡

・
名
聲
を
排
他
的

に
猫
占
す
る
こ
と

で

「
虚

轡
」
が
生
じ
、
逆

に
そ

の
封
極

に
あ
る

「
寒
素
」
が
選
墨
か
ら
排
除
さ
れ
る

と

い
う
圖
式
を
提
示
す
る

こ
と

で
時
世
を
批
到
す

る
こ
と
に
あ

っ
た
こ
と
を

明
ら

か
に
さ
れ

て

い
る
。
そ
し

て
最
後

に

『銭

柿
論
』

『繹
時
論
』

の
主
題

が
、
當
時

の

「
互
市
」

に
よ
る
選
墨

の
澗
濁

で
あ

っ
た

こ
と
を
確
認
さ
れ
る
。

第
十

二
章

で
は
、
西
巫日
期

に
製
作
さ
れ
た

「
墓
誌
」

の
特
徴
が
考
察
さ
れ

る
。
著
者
が

[
B
]
系
列
と
し

て
分
類
す
る
地
下

の
墓
室
に
安
置
さ
れ
た
小

型

の
碑
形
墓
誌
は
、
形
式
的

に
は
碑
頭

の
形
に
よ
り
、
圭
首

・
圓
首

・
方
首

の
三
種

で
あ
り

、
刻
文
書

式

の
定
型
化
は
な

さ
れ
て
お
ら
ず
、
字
敷
は
題

・

序

・
銘
を
完
備
し

て
い
る
も

の
ほ
ど
多
く
、
書
膿
は
音
隷
が
大
牛

で
あ
る

こ

と
が
確
認
さ
れ
、
時
期
的

に
は
恵
帝
期
、
地
域
的

に
は
都
洛
陽
周
邊
と
り
わ

け
北
郎

山

一
帯
と
西
郊

に
集

中
し

て
い
る
こ
と

を
明
ら
か

に
さ
れ
て

い
る
。

そ
し

て
か
か
る
碑
形
墓
誌
が
現
住
地

で

「
假
葬
」
さ
れ
た
場
合

の
み
制
作
さ

れ
、
そ
れ
が
洛
陽
周
邊
と

い
う
地
域
的
偏
在

の
要
因

で
あ

っ
た
こ
と
、
ま
た

地
上

の
墓
碑
と
は
異
な

っ
て
、
墓
室
内
に
立

て
ら
れ

て
お
り
、
刻
文

の
讃
者

は
第

一
に
被
葬
者
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
墓
誌
が
家
族

で
あ
る
生
者
と
死
者
を
繋
ぐ
、
す
な
わ
ち
生
者
に
よ
る
死
者

の
鎭
魂

の
表
現

で
あ

り
、
き
ず

な

の
確

認

で
あ

っ
た

こ
と
、
そ

し
て

「
き
ず
な

が
細

い
女

性
」

の
割
合

が
多

か

っ
た

こ
と

が
指
摘
さ

れ
る
。
か
か
る
議
論
を

通
じ

て
、

外
在
的

に
は
西
管

の
碑
形
墓
誌
が
後
漢

の
墓
碑
か
ら
北
魏

の
墓
誌
銘

へ
の
橋

渡
し

の
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
り
、
ま
た
心
性
史
的

に
は
死
生
観
に
お
け

る
死
者
を
畏
怖
す
る
封
象
か
ら
思
慕
す
る
封
象

へ
の
攣
化
、
厚
葬
か
ら
薄
葬

へ
の
攣
化

の
所
産

で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

結
語

で
は
、
今

一
度
、
魏
音
時
代
史

の
展
開
と
諸
問
題
が

『西
音

の
武
帝

司
馬
炎
』
を
通
じ

て
確
認
さ
れ
、
そ

の
中

に
各
章

の
研
究
史
上

の
意
義
が
改

め

て
示
さ
れ

て
い
る
。

H

以
上

の
研
究
内
容
を
有
す
る
本
書

で
あ
る
が
、
そ

の
各
所

で
言
及
さ
れ
る

よ
う

に
、
概
読
書

の

『西
巫
日
の
武
帝
司
馬
炎
』

で
扱

っ
た
も
し
く
は
取
り
上

げ
る

こ
と

の
出
來
な
か

っ
た
問
題
を
掘
り
下
げ

て
探
究
す
る
内
容
と
な

っ
て

お
り
、

『西
巫
日
の
武
帝

司
馬

炎
』

を

「
経
書
」

に
辟
言
え

る
な
ら
ば

、
本
書

は

い
わ
ば

そ

の
内
容
を
敷

桁
し

て
考
究

し
た

「
傳

(註
繹
)
」
に
當
た

る
も

の

と
位
置

、、つ
け
る

こ
と

が
出

來
よ
う
。
そ
れ
だ

け

の
質

・
量

の
厚

み
を

以

て
、

本
書

の
論
考
が
展
開
さ
れ

て
い
る
と
し

て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う
。

そ
し

て
か
か
る
各
章

で
の
議
論
を
支
え

て
い
る

の
が
、
著
者

の
史
料
に
封

す
る
誠
實
な
分
析
姿
勢

で
あ
り
、
即
断
を
避
け
た
丁
寧
か

つ
手
堅

い
考
察
で

あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
象
徴
す
る

の
が
、
第
九
章

の

「銭
碑
論
』
と
第
十
章

の

『繹
時
論
』
を
分
析
す
る
際

の
詳
細
な
課
注

で
あ
り
、
そ
れ
を
妥
當
た
ら

し
む
政
治
史

・
杜
會
史

の
枠
組
み
を
超
え
た
、
文
學

・
藝
術

の
な
ど

の
各

分
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野

に
亘

る
祠
座
か
ら

の
周
到
な
裏
附
け

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
に
理
論

先
行

で
史
料
讃
解
が
件
わ
な

い
こ
と
を
戒
め
る
嚴
格
な
著
者

の
意
思
が
讃
み

取
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
八
王

の
齪
な
ど

の
複
雑
な
展
開
を
見
せ

る

政
治
的
事
象
を
丹
念
に
整
理
さ
れ
、
そ
こ

に
載
齪
を
引
き
起

こ
す
法
則
性

や

「
堂
{與
」

の
あ

り
方

を
見
出
す
等

の
西
巫
日
政
治
史

に
封
す

る
重
要

な
示
唆
も

敷
多
く
存
在
す
る
。
更

に
、
魏
巫
日
南
北
朝
史
研
究

に
お

い
て
、
今
日

の
よ
う

に
石
刻

研
究

が
あ
ま
り
盛

ん
で
は
な
か

っ
た
頃

に
獲
表
さ

れ
た
第

十
章
も
、

現
在
も
な
お
輝
き
を
失
わ
な

い
ど
こ

ろ
か
、
こ

の
方
面

の
研
究
を
志
す
學
徒

必
讃

の
基
本
文
献
と
な

っ
て
久
し

い
。

右

の
如
く
、
今
後

の
曹
魏

・
西
管
史
研
究
を
語

る
上

で
、
必
讃

の
意
義
を

有
す
る
本
書

で
は
あ
る
が
、
「
経
書
」

の

「
傳
」
的
な
性
格
が
強

い
た
め
か
、

各
章
相
互

の
繋
が
り
が
必
ず
し
も
緊
密

で
は
な
く
、
議
論
と
し

て
の
縫
承
性

が
稀
薄

で
あ
り
、
時
と
し

て
政
治
篇

・
杜
會
篇
と

い
う
厘
分
を
超
え

て
親
和

性

の
強

い
論
考
が
散
在
し

て
い
る
鮎
が
構
成
上
惜
し
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
政

治
篇

の
第
五
章

・
第
木
章
は
八
王

の
齪
を
扱
う
論
考

で
あ
る
が
、
杜
會
篇

に

入
れ
ら
れ
る
第
七
章
も
そ
れ
ら
と
密
接
な
關
係

に
あ
り
、
ま
た
政
治
篇

に
入

れ
ら
れ

る
第
三
・章
と
第
四
章
も
、
國
子
學

の
教
育
制
度
史
と
し

て
の
側
面

に

か
な
り

の
紙
面
が
費
や
さ
れ

て
い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
篇
と
杜
會
篇

と

い
う
括
り

で
は
な
く
、
今
少
し
個
別
具
膿
的
な
表
題

に
よ
る
篇
別
構
成
が

可
能

で
は
な
か

っ
た
だ

ろ
う
施

・

し
か

し
な
が
ら
、
本
書

が

「
雑
考
」
や

「
諸
問
題
」

に
陥
る

こ
と

な
く
、

終
始

一
つ
の
膿
系
あ
る
論
文
集
と
し

て
の
纏
ま
り
を
有
す
る

の
は
、
全
篇

に

通
底
す

る
貴
族
制
論
が
示
さ
れ

る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
「
あ
と
が
き
」

(四

五
三
頁
)

で
著
者
が
、

…
-
な
お
、
現
時
鮎

の
私

の
六
朝
貴
族
に
封
す
る
理
解
は
、
本
書

の
序

論

〔第

二
節
-

筆
者
註
〕

の

「
貴
族

・
貴
族
制

・
貴
族
制
杜
會
」

で
示

し
た
。
た
だ
、
川
勝
義
雄
氏

の
貴
族
制
論
が
基
本
的
に
正
し

い
と
思
う

よ
う

に
な

っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
川
勝
氏
が
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な

か

っ
た
魏
管
時
代
、
と
り
わ
け
西
巫
日
に
お

い
て
も
、
結
果
的

に
は
八
王

の
齪
を
推
進
し
た
原
動
力
と
な

っ
た

の
で
は
あ
る
が
、
輿
論
が
存
在
し

て
お
り

(第
五
章
)
、
堕
落
し
本
末
韓
倒
し
た

の
で
あ
る
が
、
「
豪
」
に

よ

る
人
物

評
償
が
後
漢
末

以
來
存
在

し

て
お
り

(第

八
章

)
、
後

漢
末

の
濁
流
勢
力
と
清
流
勢
力
と
逸
民
的
人
士
と

い
う
圖
式
が
西
巫日
の

『銭

柿
論
』

『繹
時

論
』

に
も
存
在

し

て
い
た

(第
十
章
)
な
ど
、
素
撲

な

疑
問
か
ら
出
獲
し
た
私

の
個
別

の
研
究

の
結
果
と
し

て
、
川
勝
氏

の
貴

族
制
論

の
傍
讃
と
な

っ
て
い
る
、
そ
う

い
う
こ
と
が
績

い
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。

と
述

べ
る
よ
う
に
、
本
書

で
は
基
本
的
に
川
勝
義
雄
氏

の
貴
族
制
論
に
依
擦

し

て
議
論
が
展
開
さ
れ

て
お
り
、
こ

の
鮎

に
最
大

の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
翻

っ
て
何
故
敷
あ
る
貴
族
制
論

の
中
で
、
川
勝
氏

の
學
読
が
本

書

の
論

謹

に
お
け
る
中
心

に
据
え

つ
け
ら

れ
る

の
か
、
「
貴
族

・
貴

族
制

・

貴
族
制
杜
會
」

で
も
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ

て
お
ら
弛

と
り
わ
け
些
か
抽

象
的
な

「
輿
論
」
な
る
も

の
も
、
具
膿
的
か

つ
明
確
に
定
義
づ
け
さ
れ

て
い

な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
鮎
に
關
し

て
、
そ

の
他
、

二
三

の
疑
問
鮎
と

合
わ
せ

て
、
以
下

に
考
察
す
る

こ
と
と
し
た

い
。

皿

著
者

の
描
く
西
巫日
肚
會
像
に
豫
れ
ば
、
拝
金
主
義

の
風
潮
は
西
巫日
國
初
よ

り
既

に
存
在

し

(第
九
章
)
、
か

つ
少

な
く
と
も
地
方

杜
會

か
ら
遊

離
し
た

都

・
洛
陽

の
名
士
杜
交
界
に
お
け
る

「
第
三
次
郷
論
」

の
場

で
は
俘
華

の
風
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潮
が
風
靡
し

て
お
り
、

こ
の
た
め
選
墨
に
は

「
互
市
」
と
稻
せ
ら
れ
る
潤
濁

が
生
じ

(第
七
章
)
、
椹
勢

・
灌
貴
を
中
心

に
彼
ら

へ
の
追
從
者
が

「
虚
轡
」

を
排
他
的

に
猫
占
す
る

こ
と

で
、
そ

の
封
極
に
位
置
す
る

「
寒
素
」
た
る
寒

門

・
寒
人
暦

が
選
基
か
ら
排

除
さ
れ
た

(第
十
章

)
、
と

い
う

こ
と

に
な

ろ

う
。
と
す

れ
ば
、
か
か

る
中

央
肚
會

に
あ

っ
て
、
「
公
」
論
た

る

べ
き

「
輿

論
」
と
は
、
何
者

に
よ

っ
て
措
わ
れ
、
如
何
な
る
正
當
性
を
有
す
る

の
で
あ

ろ
う
か
。
個
別

の
官
僚

に
よ

っ
て

「
公
」
論

の
装

い
を
以

て
主
張
さ
れ
る
議

論

が
文
字

通
り

「
輿
論
」

で
あ
る
保

謹
は

ど

こ
に
も
な

い
。
ま

た
地
方

に

あ

っ
て
も
八
王

の
齪

の
際

に
宗
室
諸
王

の
下

で
権
力
を
指
向
し
た
寒
門

・
寒

人
暦

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に

(第
五
章
)
、
「
熱
勢
」

へ
の
飽
く
な
き
指
向
が

見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す

「
輿
論
」

の
憺

い
手
が
霞
ん

で
し

ま
う

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
上
述

の
肚
會
的
様
相
に
あ

っ
て
は
、

軍
純

に
貴
族

・
寒
門

・
寒
人
な
ど
と
、

い
ず
れ
か

の
階
層
を
代
表
す
る

「
輿

論
」

の
憺

い
手
を
特
定
す

る
こ
と
は
難
し

い
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
階
暦
を
縦

断
す
る
、
例
え
ば
儒
教
的
當
爲
論
と
し

て
の

「
公
」
論
を
想
定
し
、
そ
れ
を

前
提

に

「
輿
論
」
を
設
定
す
る

こ
と
も
、
あ
ま
り
有
致
な
分
析

の
指
標

に
は

な
り

に
く

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
、
か
か

る
中
央

・
地
方
を
問
わ
ず

杜
會
全
膿
に
蔓
延
す
る

「
私
」

の
傾
向
に
あ

っ
て
は
、
官

・
民
隻
方

で
語
ら

れ

る

「
輿

論
」
な

る
も

の
も
、
實

は
何

者

か

の
利
害

關

係

に
根

差

し
た

「
私
」
を
強
く

反
映
し
た
、
或

い
は
何

者
か

に
よ

っ
て
意
圖
的

に
捏

造
さ
れ

喧
傳
さ
れ
た

一
種

の

「
私
」
論

に
堕
し

て
い
る
可
能
性
が
高

い
よ
う
に
感
じ

ら
れ

て
な
ら
な

い
。
そ

の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
八
王

の
齪
に
お

い
て
宗
室
諸

王

の

「
起
義
」
を
正
當
化
す
る
た
め

に
用

い
ら
れ
た

「
輿
論
」
な
る
も

の
の

出
所
も
、
第
木
章

で
論
じ
ら
れ
る

「
矯
詔
」
と
同
様
に
詐
稻

・
假
託
さ
れ

て

利
用
さ
れ
た

「
輿
論
」
と
も
理
解
す
る

こ
と
は
可
能

で
あ
り
、
更

に
考
究
す

べ
き

問
題
を
多

分

に
孕
ん

で

い
る
と
言

え
よ
う
。

か

つ
て
葭
森

健
介
氏

が

『西
巫
日
の
武

帝
司

馬
炎
』

の
論

評

に
お

い
て
指

摘
さ

れ
た

「
公
」
と

「
私
」

(
7
)

の
概
念

の
明
確
化
と
そ

の
定
義

の
問
題
は
、
本
書
に
お

い
て
も
依
然
解
決
さ

れ

て
い
な

い
印
象
を
受
け
る

の
で
あ
る
。

次

に
、
八
王

の
齪
に
至
る
曹
魏

・
西
巫
日
宗
室
諸
王
に
封
す
る
理
解

で
あ
る

が
、
政
治
篇

で
著
者

は

「過
酷

」
の
曹
魏

に
封

し

て
、
「
寛
容
」
を
志
向

し

た
西
巫
日

(特

に
武
帝
期
)
、
封
比

的
理
解
と
し

て
は
前
者
が
椹
威

を
、
後

者

が
輿
論
を
よ
り
重
祠

・
優
先
し

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
そ

の
中

で

「
曹
魏
が

宗
室
諸
王
を
除
く
貴
戚

に
頼

っ
た

の
に
封
し

て
、
西
音
は
宗
室
諸
王

の
冷
遇

が
曹
魏

の
滅
亡

の
要
因

で
あ
る
事
實
を
前
車

の
轍
と
し
、
逆

に
宗
室
諸
王
を

優
遇

し
、
藩
屏

を

期
待

し
た

が
、
そ

の
宗
室

諸

王

に
よ

る
内
齪

を
招

き
」

(六
九
頁
)
、
滅
亡
し
た
と
位
置
附
け

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
宗

室
諸
王

の
待
遇
を
め
ぐ
る
圖
式
的
な
捉
え
方
は
、
危
険

で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ

る
。
と

い
う

の
は
、
曹

魏

の
宗

室

諸

王

が
直

接

か

つ
本

格

的

に

「
冷

遇
」
・
「
抑
墜
」
さ

れ
る

の
は
、

『巫
日
書
』
巻

一
・
宣
帝
紀

嘉
卒

三
年

(二
五

一
)
四
月
條

に
、

其

(王
凌
)

の
絵

堂
{を
牧

め
、
皆

な
三
族

を
夷
し
、
井

せ
て

〔
楚
王
〕

彪
を
殺
す
。
悉
く
魏

の
諸
王
公
を
録
し

て
郭
に
置
き
、
有
司

に
命
じ

て

監
察
せ
し
め
、
交
關
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
。

(8
)

と
あ
る
、
王
凌

に
よ
る
楚
王
彪

の
擁
立
未
遂
事
件
後

に
お
け
る
、
曹
魏
宗
室

の
都

へ
の
集
住
と
彼
ら

に
封
す
る
監
祠
か
ら

で
あ
り
、
か
か
る

「
過
酷
」

の

虞
遇
を
行

っ
た

の
は
當
時
執
政
し

て
い
た
司
馬
氏
に
他
な
ら
な
か

っ
た
か
ら

(9
)

で
あ
る
。
曹
魏
滅
亡
後
は
身
内

に

「
寛
容
」
に
な
る

の
は
、
あ
る
意
味
當
然

で
あ

ろ
う

。
「
過
酷
」

の
曹
魏

か
ら

「
寛
容
」

の
西
巫
日
へ
、
と

い

っ
た
歴
史

像
は
、
多
分

に
司
馬
氏

に
都
合

の
良

い
よ
う
に
操
作
さ
れ
た
、
前
代
史

に
封
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す

る
書
法

に
左
右
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

て
な
ら
な

い
。
歴
史
研
究

に

お

い
て
は
、

こ
れ
ま

で

の

「
通
説
」
と

さ
れ

て

い
る
こ
と

を
、
ど

こ
ま

で

「
事
實
」
と

し
て
取
り
扱

い
、
立
論
す

る
か
が
絶
え
ず

問
わ
れ

る
の
で
あ
る

が
、

こ
の
鮎
、
今
少
し
事
實
關
係

の
整
理
が
必
要

で
あ

っ
た

の
で
は
な
か

ろ

う
か
。

最
後

に
、
第
六
章

で
議
論
さ
れ
る
、
皇
帝

の
意
思
と
し

て
戦
闘
を
停
止
さ

せ
、
或

い
は
非
常
時
に
皇
帝

の
意
思
を
傳
達
す
る
手
段
と
し

て
用

い
ら
れ
る

と
さ
れ

る

「
脇
虞
幡
」

に
つ
い
て
。
著
者
は
、

一
九
八
五
年

に
本
章

の
元
と

な

っ
た

論
文

が

獲
表

さ

れ

て
以
來
、

『資

治
通

鑑
』
巻

八

二

・
音

紀

元
康

四

・
恵
帝
元
康
元
年

六
月
條
胡
三
省
註
と

「廿

二
史

筍
記
』

巻
八

・
巫日
書

・

膓
虞
幡
條

の
解
説
を
論
擦
と
し

て
、

一
九
九
五
年

に
刊
行
さ
れ
た

「西
習

の

武
帝
司
馬
炎
』

で
も

「
戦
闘
を
や
め
さ
せ
る
天
子

の
意
思
を
傳
え
る

の
は
仁

獣
を
縫

い
取

っ
た
膓
虞
幡

で
あ
り
、
白
虎
幡
は
逆

に
戦
闘
を
鼓
舞
す
る
た
め

の
旗
指
物

で
あ

っ
た
。
」

(
二
四

一
頁
)
と
説
明
さ
れ
る
が
、

こ
れ

に
つ
い
て

は
、

一
九
九
四
年

に

『文
史
』
掲
載
論
文

で
李
歩
嘉
氏
が
既

に
詳
述
し

て
い

(10
)

る

よ
う

に
、
「
膓
虞
幡
」
な

る
も

の
が
唐
修

「巫
日
書
』

に
し
か
見
え

ず
、
そ

れ

に
先
行
す
る
習
史
史
料

で
は
該
當
箇
所

に

「
白
虎
幡
」
と
記
さ
れ

て
い
る

こ
と
、
脇
虞
と
白
虎
は
古
來
よ
り
同
類
と
看
倣
さ
れ

て
い
る

こ
と
、
そ
し

て

唐

の
高
祀

・
李
淵

の
祀
父

「
李
虎
」

の
諦
字
を
避
け

て
白
虎
が
膓
虞
に
改
め

ら

れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と

か
ら
、
「脇

虞
幡
」
は

「
白
虎
幡
」

に
他

な
ら

な

い
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
よ

っ
て
、
著
者

の
説
は
成
り
立
た
な

い
こ
と
と

な

る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
書

で
も
依
然
と
し

て
從
來

の
主
張
が
繰
り
返
さ

れ

て
お
り
、
自
説

に
不
利
な
論
考
を
無
視
し

て
い
る
と

の
印
象
を
與
え
か
ね

な

い
。
本
書

の
刊
行
に
當

っ
て
改
修
、
な

い
し
李
氏

の
論
考
が
餐
當

で
は
な

旧

い
こ
と
を
補
足
説
明
す

べ
き

で
は
な
か

っ
た
だ

ろ
う
か
。

或

い
は
筆
者

の
誤
解

に
よ
る
無
用

の
議
論
も
多

々
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い

が
、
以
上
、
本
書

に
つ
い
て
内
容
を
確
認
し

つ
つ
、
そ

の
研
究
上

の
特
色
と

意
義
、
そ
れ

に
幾

つ
か

の
間
題
鮎
に

つ
い
て
述

べ
て
き
た
。

こ
こ

で
は
紹
介

し
き
れ
な
か

っ
た
本
書
が
指
し
示
す
提
言
や
課
題
も
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は

い
ず
れ
解
答
を
件

っ
た
著
者
幅
原
氏

の
新
た
な
論
著
と
し

て
我

々
に
示
さ

れ
る

で
あ

ろ
う
。
そ

の

一
刻
も
早

い
刊
行
を
待
ち
望
み

つ
つ
、
書
評

の
任
を

終
え
た

い
。

註(
1
)

「
中
國
歴
史

人
物
選
」

の
第

三
巻
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
本
書

は
、
筆

者

の
手
元
に
あ
る

二
〇
〇
九
年
六
月
五
日
奥
附

の
版

で
、
既

に
五
刷
に

達
し

て
い
る
。
な
お
、
本
書

に
關
し

て
は
、
葭
森
健
介

「
西
音

の
武
帝

司
馬
炎

の
評
債

を
め
ぐ

っ
て

1

幅
原
啓
郎

著

「
西
晋

の
武
帝

-
司

馬
炎
」

に
よ
せ

て

」

(
『書
論
』
三

一
、

一
九
九
九
年
)
を
参
照
。

(
2
)

こ
の
渡
邉
氏
著
書
に
關
し

て
は
、
拙
稿

「
書
評

・
新
刊
紹
介

渡
邉

義

浩

『
西
晋

「
儒
教

國

家
」
と
貴

族

制
』
」

(
『唐
代

史

研
究
』

一
四
、

二
〇

一
一
年
)
、
安
部
聰

一
郎

「
書
評

渡

邉
義
浩

『西
晋

「儒
教

國

家
」
と
貴
族
制
』
」

(
『中
國
研
究
月
報
』
六
五
-

一
一
、
二
〇

一
一
年
)
、

村

田
哲

也

「書

評

渡

邉
義

浩

「西
巫
日

「儒

教

國
家
」
と

貴
族

制
』
」

(
「史
學
雑
誌
』

一
二

一
-
三
、
二
〇

一
二
年

)
を
蓼

照
。

(
3
)

「
郷
論

環

節

の
重

暦
構

造
」
と

は
、
著

者

が
依

檬

す

る
川

勝
義

雄

『六
朝

貴
族

制
杜
會

の
研
究
』

(岩
波

書
店
、

一
九
八

二
年
)
所
牧

の

「
魏

・
西
巫
日
の
貴
族
層
と
郷
論
」

(
一
九
七
〇
年
初
出
)

で
展
開
さ
れ
る

一153一
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學
読

で
、
郷
里

で
の
第

一
次
郷
論
、
郡

で
の
第

二
次
郷
論
、
中
央

で
の

第
三
次
郷
論
と

い
う
構
造
を
有
す
る
。

(
4
)

註

(
3
)
川
勝
氏

前
掲
書
所
牧

の

「
漢
末

の
レ
ジ

ス
タ

ン
ス
蓮
動
」

(
一
九
六
七
年
初
出
)
。

(
5
)

そ

の
他
、
紙
面

の
都
合
が
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な

い
が
、
第
十

二
章

の
内
容
と
深

い
關
聯
を
有
す
る
、
本
書

の

「
参
考
文
献

一
覧
」
に
基
げ

ら
れ

る
著
者

の

「
中
國
、
西
巫
日
王
朝

に
お
け

る
女
性

の
墓
誌
」
(
『ζ
霞
①

Z
o
磐
歪
日

地
中
海
文
化
研

究
會

研
究
報
告
』

H
、

一
九
八
九
年
)
、
同

「
晋
代

の
女
性
と
家
族

の
特
徴

に
關
す
る

一
考
察
」

(京
都
外
國
語
大
學

「○
○
ω
ζ
HO
>
』

三
二
、
二
〇
〇
三
年
)
、
同

「
西
管

の
荷
岳
墓

誌

の
検

討
」

(
「京
都
外
國
語
大
學
研
究
論
叢
』
七
五
、

二
〇

一
一
年
)
が
加
え

ら
れ
、

.墓
誌
篇
"

を
設
け
ら
れ

た
方
が
よ
り
各

篇

の
厚

み
が
増

し
た

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

(
6
)

「
貴
族

・
貴

族
制

・
貴
族
制

杜
會
」

で
は
、
内

藤
湖
南
以

來

の

「
京

都
學
派
」

の
六
朝

「
貴
族
」

に
關
す

る
學
読
が
整

理
さ
れ

て

い
る
が
、

六
朝

「
貴
族
」
問
題
と
不
可
分

で
あ
る
時
代
厘
分
論
争

に
は
、
何
故
か

言
及
さ
れ

て
お
ら
ず
、
こ

の
鮎

で
本
書

の
研
究
史
上
に
お
け
る
立
ち
位

置
を
悩

ま
し
く
さ

せ
て

い
る
。
「蓼

考
文
献

一
覧
」
に
墨
げ
ら

れ
る
著

者

の

「
日
本

に
お
け

る
六
朝
貴
族
制
論

の
展
開
に

つ
い
て
」

(
『京
都
外

國
語
大
學
研
究
論
叢
』
七
七
、

二
〇

一
一
年
)

の
本
書

へ
の
再
録
を
行

い
、
著
者

の
祠
座
を
よ
り
明
確

に
す

べ
き

で
は
な
か

っ
た
か
。
こ

の
他

に
六
朝

「
貴
族
」
を
め
ぐ
る
研
究
史

の
整
理

に
關
し

て
は
、
中
村
圭
爾

「
六
朝
貴
族
制
論
」

(谷
川
道
雄
編
著

『戦
後
日
本

の
中
國
史
論
争
』

所

牧
、
河
合
文

化
教
育
研
究

所
、

一
九
九

三
年
)
、
川
合
安

「六
朝
階

唐

の

「
貴
族
政
治
」
」

(
『北
大
史
學
』
三
九
、

一
九
九
九
年
)
、
同

「
日
本

の
六
朝
貴
族
制
研
究
」

(
「史
朋
』
三
八
、

二
〇
〇
七
年
)
な
ど
を
参

照
。

な

お
、
第

十
章

で

「東

巫
日
南

朝

に
存

在
す

る
典
型

的

な
門

地

二
品
」

(三
四

八
頁

)
な
る
理
解

が
見
え

る
が
、
近

年
、
川
合
安

「門
地

二
品

に

つ
い
て
」

(
『集
刊
東
洋
學
』
九
四
、

二
〇
〇
五
年
)

に
よ

っ
て
、
こ

の
時
代

に
か
か
る
整
然
と
等
級
化
づ
け
ら
れ
た
家
格

の
不
存
在
が
明
ら

か

に
さ
れ

て
い
る
。
こ

の
鮎
、
六
朝
貴
族
制
を
考
察
す
る
上

で
、
看
過

で
き
な

い
指
摘
と
見
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
か
本
書

で
は
取
り
上
げ
ら
れ

て

い
な

い
。

(
7
)

註

(
1
)
葭
森
氏
論
考
。

(
8
)

「三
國
志
』
巻

四

・
齊

王
紀
嘉
卒

三
年
條

に
よ
れ
ば
、
楚
王
彪

は
六

月

に
死
を
賜

っ
て
い
る
。

(
9
)

こ
の
事

件
以

前

の
曹

魏

に
お
け

る
諸
王
政

策

に
關

し

て
は
、
拙

稿

「
曹
魏
至
親
諸

王
孜

「魏

志
』

陳
思
王
植
傳

の
再
検
討
を

中
心
と

し

て

ー

」

(
「史
朋
』
三
八
、

二
〇
〇
五
年
)
を
蓼

照
。

(
10
)

李
氏

「白

虎

幡
考

辮
」

(
『文

史
』

四
〇
、
中

華
書

局
、

一
九
九

四

年
)
。

二
〇

一
二
年
三
月

京
都

京
都
大
學
學
術
出
版
會

A
五
版

八
+
五

一
三
頁

七
六
〇
〇
圓

一154一


